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3 太監公示第 5 号 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により、監査の結果に基

づき措置を講じた旨の通知がありましたので、次のとおり公表します。 

令和 3 年 10 月 29 日 

太宰府市監査委員  吉 野    茂 

太宰府市監査委員  堺     剛 

記 

１ 平成 27 年度定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

建設課 月見山公園の管理について 

「太宰府市公園条例」第 6 条

第 1 項第 8 号の規定により、公

園はその用途以外に使用する

ことはできないこととされて

いるが、月見山公園は、いきい

き情報センター、保健センター

等諸事業のための臨時駐車場

として使用されている。  

このことは現状では行政財

産の目的外使用になるため早

期に改善されたい。 

これまで月見山公園はいきい

き情報センター、保健センター

等諸事情のための臨時駐車場と

して利用していることから、行

政財産の目的外使用とならない

ための改善を求められてきたと

ころです。  

現在、いきいき情報センター

では、駐車場が増設され、駐車台

数にもゆとりが出たことから、

この公園を駐車場に変更するこ

とはせずに、今後のいきいき情

報センターの全体計画の中で、

公園利用等について再構成して

いくべきと考えています。 

R3.6.11 

２ 平成 29 年度定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況 
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課名 監査結果 措置状況 通知日 

建設課

・ 

スポー

ツ課 

公園占用許可及び占用料の免

除について 

都市公園法第 6 条では、「都

市公園に公園施設以外の工作

物その他の物件又は施設を設

けて都市公園を占用しようと

するときは、公園管理者の許可

を受けなければならない。」と

されている。現在、太宰府歴史

スポーツ公園において、社会体

育倉庫の用に供するための物

置が設置されている。当該物置

に関しては、建設課がスポーツ

課(申請時は生涯学習課)に対

して公園占用許可を与えてい

る。さらに、スポーツ課は、直

接の利用者である社会体育団

体に対して無料で物置の設置

を認めている。実際に占用して

いる者(社会体育団体)が占用

許可を受けるべきものではな

いかと思料される。また、物置

の設置場所については、公園の

景観を損なうため、好ましくな

いと考える。  

物置の設置及び撤去につい

ては、関係者と十分に協議され

たい。 

太宰府歴史スポーツ公園に設

置されている物置（倉庫）につき

ましては、物置（倉庫）の所有者

である団体から令和 2 年 8 月に

市へ寄附したいとの申し出があ

り、都市公園法施行令第 5 条第

4 項第 1 号に定める運動施設と

して寄附を受領しました。よっ

て、市所有の倉庫として、太宰府

市行政財産使用料条例に基づき

有料での使用許可の措置を図り

ました。 

なお、景観への配慮としまし

て、倉庫を取り囲むような植栽

により一定の配慮をしていま

す。 

R3.4.2 

３ 平成 30 年度第 1 期定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

高齢者

支援課

補助金等について 

補助金等が交付されている

団体について、その補助金額を

上回る繰越金が生じている団

体が見受けられた。 

地方自治法第 232 条の 2 では

「普通地方公共団体は、その公

益上必要がある場合において

老人クラブ補助金について

は、県の補助金（31,040 円/単位

クラブ）を財源として、太宰府市

長寿クラブ連合会に加盟してい

る単位クラブ毎に年間51,840円

を交付しているが、近年の単位

クラブ数の減少が大きな課題と

R3.6.10 
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は、寄附又は補助をすることが

できる。」と規定されており、

公益上の必要性や公平性等を

踏まえ、補助対象や金額が妥当

であるかという点について適

切に判断する必要がある。 

今回のような補助金額を上

回る繰越金が生じている状況

を看過していることは、本来補

助金が交付される必要がある

のか甚だ疑問である。 

繰越金の限度額を認める必

要性があるのであれば、補助の

目的や対象、繰越金の取扱い等

について、補助要綱等を規定

し、基準を明確にすべきであ

る。 

なっています。 

 老人クラブ関係事業について

は、平成 29 年度から高齢者支援

課の所管となりましたが、それ

まで補助金交付規則が存在しな

かったことから、平成 29 年度中

に制定するなど、一定の改善は

行ってきたところです。しかし

ながら、ご指摘の単位クラブに

おける補助金額以上の繰越金の

存在については、認識はしてい

るものの従来通り交付している

状況です。 

 本件について、長寿クラブ連

合会の事務局に対し問題提起を

行い一定の理解は示されたもの

の、「年度当初の資金繰りのため

の繰越」、「周年事業に備えた繰

越」等、各クラブそれぞれの理由

があり、繰越金の内容を精査し

たうえで慎重に議論する必要が

あるといった意見を頂いていま

す。 

令和 3 年度より全庁的な補助

金交付の基準となる「太宰府市

補助金等交付規則」が施行され、

当該補助金に係る規則「太宰府

市老人クラブ等補助金交付規

則」についても、令和 3 年度中

に必要な見直しを図る予定で

す。 

４ 平成 30 年度財政援助団体等監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

福祉課 補助金交付規程について 

本市の補助金は、国が実施す

る「高年齢者就業機会確保事業

費等補助金（シルバー人材セン

ター事業分）及び雇用開発支援

事業費等補助金（シルバー人材

センター事業分）交付要綱」及

び「高年齢者就業機会確保事業

令和 3 年 4 月 1 日に「太宰府

市補助金等交付規則」が施行さ

れたことから、これに沿って「公

益社団法人太宰府市シルバー人

材センター補助金交付規程」に

ついても指摘事項を踏まえ令和

3 年度中に改定作業を行う予定

R3.6.11 
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（シルバー人材センター事業）

執行方針」に準じて交付されて

おり、手続きも同様であるとの

説明であった。 

しかし、市の補助金交付規程

には補助対象事業、補助対象経

費に関する記載がない。 

補助金交付規程の中で、補助

対象事業、補助対象経費を明確

に定めるべきである。 

です。 

補助金交付の適正な審査につ

いて 

福祉課は、本補助金の交付決

定にあたって、国による補助金

と同じ補助基準で実施してい

ることから、国の補助金交付の

採択をもって、市の補助金交付

決定としている。また、国へ提

出された補助金実績報告書を

市補助金に対する正しい実績

報告書と見做し、市として実質

的な審査を行っていなかった。

補助金執行の適正性を判断

するためは、事業内容や収支計

算書を精査し、補助金の積算根

拠を明確にするとともに、補助

金の対象経費であるかを実際

に帳簿及び領収書等で確認す

べきところである。 

補助金は、市が支出している

ものであり、補助目的が達成で

きているのか事業実績を確認

し、指導を行うなど補助金交付

の適正な審査を行われたい。 

補助金申請の際必要な提出資

料等についても、補助金交付規

程の改定時に補助対象事業経費

の明確化と併せて整理・検討し、

適切な審査を目指します。 

R3.6.11 

５ 令和元年度第 1 期定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

産業振

興課 

太宰府市農業生産組織組合に

ついて 

太宰府市農業生産組織組合 当該組合の構成員は市内農業

R3.6.9 
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は、市より 5万円の補助を受け、

事務局を太宰府市役所農政担

当課に置くものとして、産業振

興課で事務を執り行っている。

しかしながら、その活動は、

市の事業である「ふるさと水と

土保全対策事業（花いっぱい運

動）」が主なものとなっており、

組合が本来目的とする活動が

なされておらず、形骸化した組

織となっている。 

花いっぱい運動の受け皿と

なっているということである

が、農業生産組織組合の本来の

存立意義を整理し、補助金や事

務局の必要性について見直し

を行われたい。 

者の中核的存在であり、花いっ

ぱい運動を通して、世代を超え

た農業生産技術の向上のための

情報交換等を行っています。こ

のことから、補助金や事務局の

必要性については、本市と同額

を助成しているＪＡ筑紫とも連

携し、検討していきます。また組

織活動の更なる活性化に向け、

会員増加策及び新たな事業展開

等についても併せて検討してい

きます。 

地域水田農業推進協議会に対

する補助金について 

太宰府市地域水田農業推進

協議会は、都市近郊農業の特性

を生かした作物振興、水田利用

及び担い手の育成を図ること

を目的とし、附属機関として平

成 15 年に設置された。 

その後、経営所得安定対策等

推進事業を遂行するうえで、事

業の実施主体として農業関係

団体の代表者等で組織する協

議会等を設置する必要が生じ

たことから、既存の「太宰府市

地域水田農業推進協議会」にそ

の役割を追加し、同協議会に補

助金 27 万円が交付された。 

しかし、附属機関は、地方自

治法において、その所管する事

項について調停、審査、諮問又

は調査等を行う機関とされて

おり、事業の実施主体として補

助金を交付することは適切で

はないと思われる。 

経営所得安定対策等推進事

業補助要綱等について調査を

行い、適切な事務処理を図られ

たい。 

要綱等の調査の結果、地域水

田農業推進協議会以外に補助金

を交付することは困難であるこ

とから、委員の任期満了（令和 3

年 3 月 31 日）に合わせ、当該協

議会を附属機関から除外しまし

た。 

R3.6.9 
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学校教

育課 

｢小学校における給食及び食育

の充実のための調査･研究｣事

業補助金について 

｢小学校における給食及び食

育の充実のための調査･研究｣

事業補助金については、学校給

食における児童及び生徒の心

身の健全な発達及び食に関す

る指導の充実を図るため、太宰

府市学校給食会が行う小学校

給食の調査・研究に係る事業、

「お弁当の日」の推進事業、そ

の他調査・研究に係る事業等に

対して、527 万円交付された。

本調査・研究により、食育と品

質を維持するためのコストに

係る試算の結果を確認し、令和

元年度の小学校給食食材費補

助金予算の計上に至った。 

しかしながら、太宰府市学校給

食会から提出された事業実績

報告書には、調査・研究の結果、

判断された部分が記載されて

いなかった。 

提出された事業実績報告書で

は、収支報告もなく、事業の成

果が補助金等の交付決定の内

容及びこれに付した条件に適

合しているかを確認できない。

交付すべき補助金の額を確定

する根拠となるものであるこ

とから、適切な補助金事務の執

行に努められたい。 

本補助金は、主に小学校給食

の調査・研究のためとして、太宰

府市学校給食会に交付しました

が、実際には食材の一部として、

又、メニュー、食材の活用の研究

にも充当されていました。 

このことから、令和元年度は、

この充当内容の主旨をふまえ、

小学校給食食材費補助金と名称

を改め、補助金事務を執行しま

した。 

R3.6.13 

６ 令和元年度財政援助団体等監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

文化学

習課 

いきいき情報センターの管理

について

いきいき情報センターの指

定管理協定書及び仕様書には、

文化学習情報センター、生涯学

令和元年度より管財課、文化

学習課及び文化スポーツ振興財

団で管理区分について協議を行

R3.6.9 
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習センター及びいきいき情報

センター駐車場を管理するほ

か消防用設備やエレベーター、

機械警備等の施設全体に関わ

る設備の保守点検業務等が規

定されている。 

しかし、防災や危機管理等に

おける建物全体の施設管理者

としての業務、共有フロアや設

備に係る業務、他団体占有スペ

ースの管理及び管財課所管の

普通財産の付帯設備の管理等

において、一部業務範囲や責任

の所在が明確にされていない

状況が見受けられた。 

それらの業務には、文化学習

課の事務分掌外のものも含ま

れているが、現在、指定管理協

定書第 21 条に緊急時の対応に

ついて規定もあり、建物の管理

上、振興財団が一部担ってい

る。 

いきいき情報センターの管

理体制について、文化学習課の

責任範囲（事務分掌）を明確に

したうえで、振興財団へ指定管

理する業務内容を仕様書に記

載するとともに、関係各所へ指

定管理の内容を了解させる必

要があるものと思われる。 

っている状況です。 

令和 3 年 5 月 18 日及び 6 月 8 日

にも協議を行いました。 

文化スポーツ振興財団との指

定管理協定が令和 4 年度末まで

となっており、その後に向けた

管理の在り方等課題解決に向け

た検討を引き続き行ってまいり

ます。 

７ 令和元年度学校監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

学校教

育課 

ＰＴＡからの補助金や寄付金

について 

今回、学校徴収金の監査を実

施する中で、太宰府東中学校で

はＰＴＡより特別施設整備補

助金 90,000 円が補助され、別

通帳にて管理するとともに支

出伺いによる決裁を受け執行

されていた。さらに、教育活動

ＰＴＡと学校間の現金の収

受、支払については、太宰府市立

学校徴収金取扱要領に規定する

学校徴収金とは異なるものの、

今回の指摘を受け令和 2 年度以

降の検討課題といたします。 

R3.6.13 
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補助費として 72,000 円の補助

を受け、各学級 8,000 円ずつ、

学級担任に現金で支給され、そ

の執行状況は、それぞれ学級会

計報告がなされていた。また、

太宰府南小学校ではＰＴＡよ

り学校図書本代 200,000 円が寄

付され、別通帳にて管理すると

ともに支出伺いによる決裁や

図書台帳による管理がなされ

ていた。 

これらの補助金や寄付金に

ついては、取扱要領に規定する

学校徴収金とは異なるものの、

ＰＴＡに対して使途を明確に

する必要があるものであり、学

校徴収金と同様の取扱いが必

要なものであると思われる。 

学校教育課におかれては、こ

れらＰＴＡからの補助金や寄

付金に関し、各学校において学

校徴収金の支出に準じた取扱

いがなされるような基準の整

備を検討されたい。 

太宰府

南小学

校 

支出伺いの更正について 

学校給食費金銭出納簿 5月分

（副食材費 4 月分支払）におい

て、給食費を管理している通帳

の金額と一部一致しない箇所

が見受けられた。 

具体的には、5 月 13 日に副食

材費 4 月分 349,216 円の振込手

続きを行ったところ、口座情報

相違により 92,404 円が振り込

まれなかったため、同日付で

92,404 円を再度正しい口座に

振込手続きを行い、後に振り込

めなかった資金が合計 92,404

円返却されたという経緯であ

るが、金銭出納簿にその経緯が

反映されていなかったためで

ある。 

学校給食費は預金口座によ

って管理しており、その金銭出

納簿は預金口座上での入出金

左記の指摘を受け、処理を行

いました。 

R3.6.13 
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の動きを日付順に記入し、その

残高を管理する帳簿であるこ

とから、この場合、当初の

349,216 円については、支出伺、

通帳及び金銭出納簿共にその

まま記載し、後に返却された金

額を日付順に収入伺で決裁し、

金銭出納簿にも記載すべきも

のと思われる。 

太宰府南小学校におかれて

は、適切な事務処理に努められ

たい。

太宰府

東中学

校 

薬品の管理について 

薬品庫を確認したところ、劇

物である塩酸について薬品の

使用量と薬品受払簿への記載

が異なっていたため、残量に誤

りが見られた。毒物及び劇物の

管理にあたっては、児童生徒等

に危険が及ぶ可能性があるこ

とを十分に考慮し、適切な薬品

管理に努められたい。

記載のズレの原因について、

理科教科担任と確認し、使用後、

薬品台帳に記載をしていないこ

とが分かりました。今後、このよ

うなことが起こらないよう使

用・購入したら必ず記載をする

ことを徹底します。また、年２

回、受払簿・薬品との点検を理科

教科主任が行い、その後、管理職

が確認を行います。 

R3.6.13 

太宰府

南小学

校 

・ 

水城小

学校 

・ 

太宰府

東中学

校 

請求書について 

支出伺書に添付された教材

費請求書について、購入した教

材の数量や金額が手書き修正

されたもの、代表者名や請求印

がないものが見受けられた。 

これは、教材を発注した後に

転校等の理由により数量の変

更が生じて、手書き修正を行

い、請求書として支出伺に添付

されていたものや数量等に変

更がないものの代表者名や請

求印がないものを請求書とし

て支出伺に添付されていたも

のである。 

適法な請求書の要件は、債権

者の表示（法人名、代表者の氏

名など及び押印）、債務者の表

示、債権の内容、請求金額、請

求年月日が記載されているこ

ととされている。 

業者に対してこれまで慣行と

して了解を得、校長決裁を受け

処理してきた経緯があります

が、今後は、太宰府市立学校徴収

金取扱要領及び太宰府市会計事

務規則に基づき、左記のとおり

処理を行います。 

R3.6.13 
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また、太宰府市会計事務規則

第 12 条では、主要となる金額

は訂正できないものとされて

おり、少なくとも支出命令時に

おいて、確定している数量及び

金額での適法な請求書を教材

業者に再提出を求める必要が

あるものと思われる。 

各学校におかれては、適正な事

務処理に努められたい。

８ 令和 2 年度第 1 期定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

経営企

画課 

補助金等について 

平成 29 年度定期監査及び行

政監査において、補助金等の交

付に関する基本的な規定を早

急に整備されたい旨指摘し、平

成 30 年 2 月と 12 月に補助金交

付規則の案を作成し整備に向

けて協議中との内容の措置状

況の報告を受けているものの、

いまだに補助金交付規則が整

備されていない。指摘した事項

については重要課題と認識し、

早急に整備されるよう努力さ

れたい。 

太宰府市補助金等交付規則及

びその取扱いについて、令和3年

3 月 31 日付で整備しました。 

このことについては全部署に

対して通知し、令和 3 年度から

の補助金等の執行にあたって

は、個別の法令等があるものを

除いて、当該規則及び当該取扱

いを遵守のうえ、遺漏のないよ

うに交付事務を行うよう周知を

行いました。 

R3.4.7 

「太宰府古都・みらい基金」推

進会補助金について 

「太宰府古都・みらい基金」へ

の寄附を推進するための組織

として推進会が設置され毎年

50 万円を補助しているが、寄附

金の最近5年間の実績は毎年10

万円未満にとどまっており、法

第 232 条の 2 に規定する公益上

の必要はもとより、効率的な成

果があるかどうか疑義が生じ

るため、補助金の見直しを行わ

れたい。 

「太宰府古都・みらい基金」

は、本市の歴史的・文化的遺産な

ど地域資源の再発見と保存活用

を図り、景観と自然環境の保全

に配慮しながら、太宰府の特性

を生かしたまちづくりを市民と

の協働により行っていくための

寄附金を財源とする基金であ

り、幅広い募金活動を行うため

には、推進会に対する支援が必

要です。しかしながら、指摘事項

R3.6.21 
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にもあるとおり、補助額に見合

う寄付が集まっていなかったた

め、令和 2 年度以降は補助を行

っていません。 

令和 3 年度から、補助金に代

わる支援策として、ふるさと納

税の使途の 1 つに「太宰府古都・

みらい基金」を設定し、推進会に

はふるさと納税を通じた寄附の

広報活動を実施していただくよ

うに改める措置を行いました。

環境課 太宰府北寿苑跡地の活用につ

いて 

太宰府市と大野城市で構成

する一部事務組合、大野城太宰

府環境施設組合が運営してい

た火葬場「太宰府北寿苑」が平

成 21 年 3 月に閉場し、かなり

の期間が経過している。跡地は

未利用のままとなっており、今

後の利用計画も定まっていな

い。今後は払い下げられ太宰府

市の財産となる予定とのこと

なので、早急に利用方法を検討

し、財産の有効活用に努められ

たい。

庁内にて、跡地利用について

の意見を出し合いながら検討す

るために、経営企画課、管財課、

建設課、都市計画課、産業振興

課、スポーツ課、環境課で構成す

る旧太宰府火葬施設北寿苑跡地

利用に関する関係課長会議を立

ち上げ、利用方法について検討

しているところです。 

R3.6.9 

防災安

全課 

消防団員報酬等について 

平成 30 年度第 1 期定期監査

及び行政監査において、消防団

員の報酬及び費用弁償を条例

に従って直接本人の口座へ振

込むよう求めているが、いまだ

に改善されていない。消防団員

の報酬等の支給方法について

は、令和元年 12 月 13 日付消防

庁長官通知においても通知さ

れており、指摘した事項につい

ては重要課題と認識し、早急に

改善されたい。

令和 3 年度より個人への支給

を実施します。 

R3.6.7 
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９ 令和 2 年度財政援助団体等監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

観光推

進課 

補助金交付について 

補助項目間の流用や補助対

象外の負担金への支出が行わ

れており、補助金申請時や実績

報告時における申請内容の確

認、実績報告内容の確認等が不

十分な状況が見受けられた。流

用に係る経費及び対象外の支

出については、返還を求められ

たい。 

このような事態が生じたの

は、補助金交付要綱等が未整備

のため、補助金交付目的や補助

対象経費の取扱い（流用等）、補

助金交付申請及び実績報告時

の手続きが明確にされていな

いためである。 

早急に補助金交付要綱等を

整備し、補助金申請時の目的及

び使途、並びに精算時の指導等

を行われたい。 

 補助金の項目間の流用及び補

助対象外の負担金への支出につ

いては、観光協会に対し、流用に

係る経費及び対象外と考える支

出の返還を求め、返還処理を年

度内に完了しました。 

 補助金交付要綱等の整備につ

いては、令和 3 年 3 月に太宰府

市補助金等交付規則を制定して

おり、令和 3 年度についてはこ

の規則に準じて補助金を交付し

ました。 

また、太宰府観光協会事業費

補助金交付要綱についても、現

在制定の準備をしています。 

R3.6.10 

補助金に係る区分経理につい

て 

観光協会における経理は、総

勘定元帳及び補助元帳に基づ

き処理されていたが、その財源

が補助金なのか、また、自主財

源等なのか明確になっていな

い状況である。従って、補助金

の実績報告を観光推進課にお

いて、精査するのが困難な状況

である。観光推進課において

は、補助金に係る区分経理を行

うよう指導されたい。

令和 3 年度から補助金に係る

区分経理を行うことで観光協会

も了承済みです。 

R3.6.10 

太宰府館内の観光協会事務所

の貸借関係について 

太宰府館内に観光協会の事  太宰府館の使用許可申請及び

R3.6.10 
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務所が設置されているが、市と

観光協会との貸借契約等が交

わされていない。太宰府館は行

政財産であるため「太宰府市公

有財産規則」に基づき公有財産

使用許可の手続きが必要であ

る。同規則第 37 条に基づく貸

付料の徴収、及び同規則第 32条

に基づく施設の使用に係る管

理上必要な経費及び光熱水費

等の費用負担を含め、適正な措

置を講じられたい。 

また、観光協会の会則に規定さ

れている事務所の所在地の表

記を、実態に則した規定に改正

するよう指導されたい。

行政財産使用料・光熱水費等に

ついては、これまでの経緯等を

調べ、その取扱いについて検討

します。 

 また、観光協会の事務所所在

地の表記については、令和 3 年

度観光協会総会（6 月）に諮り実

態に即した規定に改正予定で

す。 

観光推

進課 

（太宰

府観光

協会

分） 

補助金の経理について 

観光協会の補助金の決算報

告で記載しているように、マッ

プ作成費の予算 3,478,000 円か

ら補助対象経費（年度内支払い

分 1,260,100 円 と 未 払 い 分

1,345,200 円 を 合 わ せ た ）

2,605,300 円 を 除 い た 残 金

872,700 円について、補助対象

外の経費に流用されていた。ま

た、法定福利費及び需要費につ

いては、需要費から法定福利費

に 17,228 円流用されていた。

これらは、補助金の対象外流用

であるため、補助金を返還され

たい。なお、協会の経理につい

ては正確かつ適切になされて

いた。

補助金の対象外流用分につい

ては、令和 2 年度末に市に返還

を完了しました。 

R3.6.10 

10 令和 2 年度第 2 期定期監査及び行政監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

経営企

画課 

・ 

文書事務について

補助金等の交付決定起案文書に

おいて、施行日等が記載されていな

（経営企画課）

施行日の記載がなされてい

ない文書については、記載を行

R3.6.21 
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防災安

全課 

・ 

地域コ

ミュニ

ティ課 

・ 

福祉課

いもの、根拠となる補助金交付要綱

等の条項が記載されていないもの、

補助の目的や対象とする事業が記

載されていないもの、算出根拠や審

査内容等が記載されていないもの

が散見された。 

起案文書は補助金の交付決定に

あたり、内部の意思決定の根拠とな

るものであり、適正に事務を遂行さ

れたい。 

いました。今後は、指摘内容を

踏まえ、補助金交付要綱等の条

項を記載するなど、補助金交付

事務を適正に行います。 

（防災安全課）

指摘事項につきましては、令

和3年度より太宰府市補助金等

交付規則（令和 3 年規則第 30

号）に基づき内容精査のち算出

根拠や審査内容を起案文書等

に明確に記載するよう実施し

ています。また、補助団体先に

ついても団体規則や定款、予

算・事業計画書を必ず提出する

こと及び補助金支出について

不明瞭な箇所あれば明記する

よう指導・助言するようにして

います。 

（地域コミュニティ課） 

令和3年度の起案文書に施行

日、根拠となる補助金交付要綱等

の条項を記載しました。 

（福祉課） 

指摘のとおり、以下のとおり

順次実施します。 

・起案時において根拠要綱等を

添付し確認すると同時に起案

文書に必要事項を示します。 

・決裁後の文書に決裁日や施行

日を漏れなく記載します。ま

た、文書フォルダへの格納時に

再確認を行います。 

R3.6.7 

R3.6.10 

R3.6.11 

総務課 切手等受払簿について

切手・はがき等の管理について

は、文書情報課において定期的に切

手等受払簿及び切手・はがき等の在

庫確認が実施され、管理状況の改善

が図られているものの、なお一部に

切手等受払簿への使用目的の記載

もれや数量の記載箇所の誤り、残数

の計算誤り等が散見された。 

口頭での指導を行うととも

に、切手等受払簿に注意書きを

貼付するなど、管理状況の改善

に努めました。 

なお、現在は郵便事務手続の

変更に伴い、未使用分の切手等

を含め切手等受払簿は文書情

報課へ返却済です。 

R3.6.10 
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各所属長は、職員への指導を徹底

されたい。なお、文書情報課は、切

手等受払簿に在庫確認した事績を

残されたい。 

ニモカカード受払報告書につい

て 

ニモカカード受払報告書に使用

者の署名又は押印がないもの、内容

欄が空欄のもの、目的地の欄に市名

のみが記入され具体的な場所が記

入されていないもの、訂正箇所に訂

正印がないものが散見されたので、

適正な事務処理に務められたい。

貸出時及び返却時に使用者

へ注意を促すとともに、管理簿

に注意書きを貼付し管理状況

の改善に努めました。 

 また、記載内容が不十分であ

ることを確認した場合は、使用

者へ適切な記載を行うよう指

導していきます。 

R3.6.10 

管財課 いきいき情報センターの管理の

一元化について 

太宰府市いきいき情報センター

条例（平成10 年条例第 1号）第２

条では、設置される施設が明記さ

れ、それぞれの所管課において管理

されているが、施設が配置されてい

る建物全体の管理規程が無く、共用

部分については管財課と、文化学習

課が指定管理を委託している太宰

府市文化スポーツ振興財団によっ

て管理されている。 

いきいき情報センターの機能の

みならず土地・建物の管理という視

点からも、統合的な管理は必要なも

のであり、一元的な管理体制が望ま

しい。 

管財課の事務分掌に、「公有財産の

取得、管理及び処分に係る調整統括

に関すること。」と規定されている

ことから、早急に関係する所管課と

協議を行い、いきいき情報センター

の建物全体を管理する責任者を定

められたい。

いきいき情報センターの建

物や土地の管理の一元化（統一

化）について、関係部署（管財

課、文化学習課、文化スポーツ

振興財団）の協議を開始してお

り、令和 3 年 5 月 18 日と 6 月

8 日にそれぞれ協議を行ってい

ます。 

 現状では文化スポーツ振興

財団の指定管理期間が令和4年

度末となっているため、このこ

ともふまえて管理体制の見直

しに向けて継続して協議を進

めていきます。 

R3.6.10 
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11 令和 2 年度学校監査 

監査の結果及び措置状況 

課名 監査結果 措置状況 通知日 

学校教

育課 

学校徴収金の未納金に関する

取扱いについて 

学校徴収金の未納金について

は、各学校において未納家庭への

督促等や就学援助費からの充当を

行うことで、多くの場合卒業まで

には徴収できている状況であっ

た。 

しかし、未納金が残ったまま卒

業するケースが発生した場合等、

回収不能となった後の取扱いが定

められていない状況が見受けられ

た。 

未納金が回収不能となった場合

の不納欠損の手続きも必要なもの

と思われるため、未納金の取扱い

について実態を踏まえた規程を早

急に整備されたい。 

各学校においては、引き続き

未収入金の回収に努めるととも

に不能欠損処理の方法等につき

まして、現在学校教育課で近隣

市の状況等を調査しているとこ

ろです。 

ご指摘のように実態を踏まえ

た方法について検討を行いま

す。 

R3.4.5 

水城西

小学校

・ 

太宰府

西小学

校 

・ 

太宰府

中学校

薬品の管理について 

理科薬品台帳及び理科室用薬品

管理簿（以下、「薬品管理簿」とい

う。）を確認したところ、①薬品の

使用量と薬品管理簿への記載が異

なっていたため残量に誤りがある

もの、②小学校２校の薬品管理簿

については、担当者の署名又は押

印がないもの、中学校の薬品管理

簿については、教頭印及び校長印

がないものが見受けられた。 

盗難及び紛失の防止を図るた

め、薬品管理簿による使用量の把

握、薬品管理簿と残量との定期的

な照合や確認を徹底し、適切な薬

品管理に努められたい。特に、毒物

及び劇物の管理にあたっては、児

童生徒等に危険が及ぶ可能性があ

ることを十分に考慮し、管理に努

められたい。

（水城西小学校） 

①薬品使用量については、学年

で理科を担当する一人の担任

が学年 4 学級分まとめて必要

量を使用、記載し、署名して

いたので、そのことが分かる

ように「4 学級分」等と併せ

て管理簿に記載するよう改め

ます。 

②今後も、薬品使用後は使用量

を必ず管理簿に記載すること

を徹底します。また、管理職が

定期的に管理簿の確認を行

い、押印します。 

（太宰府西小学校） 

左記の指摘を受け、定期的な

照合、確認を行うよう、職員間で

周知徹底するよう努めてまいり

ます。 

R3.4.5 
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（太宰府中学校） 

監査後、直ちに様式を市内4中

学校統一のものに改めて、全て

の薬品について薬品管理簿と残

量の照合を行い、誤りが無いこ

とを確認して教頭印及び校長印

を押印するよう努めてまいりま

す。 

太宰府

中学校

金銭出納簿の管理について 

学校給食費金銭出納簿におい

て、一部、通帳の入出金の日付と金

銭出納簿の日付が合致していない

ものが見受けられた。 

学校給食費は預金口座により管

理され、その金銭出納簿は預金口

座上での入出金の動きを日付順に

記入し、その残高を管理する帳簿

であることから、適時に通帳と金

銭出納簿の突合を行い適切な事務

処理に努められたい。

指摘のとおり適時に通帳と金

銭出納簿の突合を行い適切な事

務処理が行えるようチェック体

制の強化に努めてまいります。

R3.4.5 


